
坂出市創業支援補助金交付要綱  

 

(目的等 ) 

第１条  この要綱は，地域経済の発展および坂出市内における活性

化に資する創業者を支援することを目的とする。  

２  坂出市創業支援補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては，坂出市補助金等交付規則（平成１２年坂出市規則第３

３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱に

定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該

各号に定めるところによる。  

(1) 中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項各号に規定する中小企業者をいう 。  

(2) 宿泊，飲食，小売業等  日本標準産業分類（第１４回改定）

における大分類Ｍ宿泊業、飲食サービス業および大分類 I 卸

売業，小売業のうち中分類５６～６１に該当する事業をいう。 

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる事業者は，個人または法人であ

って，次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 中小企業者であって，坂出市内において店舗を開設する予

定のものであること。ただし，新たに建物を建設することで

店舗とするものを除く。  

(2) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条に規定する事業を営む者で

ないこと。  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６

号に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者

でないこと。  

(4) 市税を滞納していない者であること。  

（補助対象事業）  

第４条  補助金の交付の対象となる事業は，次の各号のいずれに

も該当するものとする。  



(1) 飲食，宿泊，小売業等に該当する事業を営業すること。  

(2) 週５日以上の営業を行う予定であること。  

(3) 出店から３年以上継続して営業することが見込まれること。 

（補助対象経費および補助金の額等）  

第５条  補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」とい

う。）は，対象となる店舗の開設および改修に要した内外装工事，

電気工事，空調工事，給排水工事等の改装工事費，備品購入費な

らびに広告宣伝費から消費税および地方消費税を除いた費用と

し，補助金の額は，１００万円と対象経費の３分の２に相当す

る額のいずれか低い方の額とする。ただし，国，県等から同様の

事由による補助金等の交付を受ける場合にあっては， 補助金等

相当額を差し引いた額を対象経費とする。  

２  前項に規定する補助金の額に１，０００円未満の端数が生じ

た場合は，その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。  

（補助対象外経費）  

第６条  土地および建物の取得費ならびに賃借料，消耗品費およ

びリース料に係る経費は，補助対象外とする。  

（交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は，坂出市創業支援補助金交付申請書（様式第１号）に，

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 事業実施計画書（様式第２号）  

(2) 収支予算書（様式第３号）  

(3) 設計書，見積書等経費の内容が分かる書類の写し  

(4) 店舗の位置図，平面図ならびに外観および内観の現況写真  

(5) 住民票（法人の場合にあっては，代表者のものとする。）の

写し  

(6) 定款および登記事項証明書の写し（法人の場合）  

(7) 市税の完納証明書  

(8) 誓約書（様式第４号）  

(9) その他市長が必要と認める書類  

（審査および交付の決定）  

第８条  市長は，前条の規定による申請があったときは，当該補

助金の交付の可否について，坂出市創業支援審査委員会（以下



「審査会」とする）の意見を聴取し，補助金の交付の可否および

その金額を決定する。  

２  前項の規定による決定については，坂出市創業支援補助金交

付決定通知書（様式第５号）または坂出市創業支援補助金不交

付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとす

る。  

（補助事業の内容の変更）  

第９条  前条第２項の規定により，補助金の交付の決定を受けた

者（以下「補助事業者」とする。）は，補助事業を変更しようと

するときは，あらかじめ坂出市創業支援補助金変更交付申請書

（様式第７号）を市長に提出し，その承認を受けるものとする。  

（補助事業の中止または廃止）  

第１０条  補助事業者は，補助事業を中止し，または廃止しよう

とするときは，あらかじめ坂出市創業支援補助金中止（廃止）申

請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。  

（交付決定の取消し）  

第１１条  市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当する

と認めたときは，補助金の交付の決定の全部 または一部を取り

消すことができる。  

(1) 法令，規則および本要綱に規定する措置に違反した場合  

(2) 当該補助事業を遂行する見込みがなくなった場合  

(3) 当該補助事業が事業実施期間内に終了しなかった場合  

２  補助事業者は，前項の規定による取消しを受けた場合におい

て，既に補助金の交付を受け，返還すべき金額があるときは，

当該金額を市長が指定する期日までに，市長が指定する方法で

返還しなければならない。  

（実績報告）  

第１２条  補助事業者は，補助事業を完了した日から３０日以内

に，坂出市創業支援補助金実績報告書（様式第９号）に次に掲

げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。  

(1) 収支決算書（様式第１０号）  

(2) 補助対象経費の支出を証する書類の写し  

(3) 店舗等の平面図ならびに外観および内観の写真  

（検査および補助金の額の確定）  



第１３条  市長は，補助事業者から実績報告書の提出があった場

合は，速やかに検査を行い，坂出市創業支援補助金交付確定通

知書（様式第１１号）により，補助事業者に通知するものとする  

（補助金の請求）  

第１４条  補助事業者は，前条の補助金の確定通知を受けた後，

補助金の交付を受けようとする場合は，坂出市 創業支援補助金

請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。  

（状況の調査）  

第１５条  市長は，補助金の交付後３年間，必要に応じて補助事

業者に補助事業の状況報告を求めることができる。  

（その他）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定め

る。  

付  則  

この要綱は、令和６年６月１７日から施行する。  


